
公 益 財 団 法 人 矢 作 川 水 源 基 金 
役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 

 

（目的及び意義） 

第１条 この規程は、公益財団法人矢作川水源基金（以下「基金」という。）の定款第１８条

及び第３６条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定

めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公益認定法」という。）の規定に照らし、妥

当性と透明性の確保を図ることとする。 

（報酬等の支給） 

第２条 理事及び監事は、無報酬とする。 

２ 評議員には、定款第１８条に定める金額の範囲内で、別記に定める額に基づき、報酬等

を支給することができる。ただし、その支給対象は、学識経験者及び林業関係団体代表者

等に限るものとする。 

（費 用） 

第３条 基金は、役員及び評議員がその職務の遂行に当たって負担した費用について、これ

を請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。ただし、前払いを要するものについて

は前もって支払うことができる。 

２ 前項の費用のうち、旅費に関し必要な事項は、理事長が別に定める役員等旅費規程によ

る。 

（公 表） 

第４条 基金は、この規程をもって、公益認定法第２０条第１項に定める報酬等の支給の基

準として公表するものとする。 

（改 正） 

第５条 この規程の改正は、評議員会の決議により行うものとする。 

 

 

   附 則 

この規程は、公益財団法人矢作川水源基金の設立の登記の日、平成２４年４月１日から施

行する。 

 

  附 則 

この規程は、平成２８年４月７日から施行する。 

 

 

 

 

Ⅲ－１ 



 

 

別 記  評議員の報酬 

      評議員会出席の都度 １人一律 １８,５００円 
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